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（凡 例） 

〈法令等の略称〉 

本文中の解説の根拠となる法令等を（ ）内に表記する場合には次の略称を用いる。 

また、条数は「１・２・３」、項数は「①・②・③」、号数は「一・二・三」で表示する。 

 

「通則」・・・・・・・・・国税通則法 「消法」・・・・・・・・・消費税法 

「通則令」・・・・・・・国税通則法施行令 

「所法」・・・・・・・・・所得税法 

「消令」・・・・・・・・・消費税法施行令 

「消基通」・・・・・・・消費税法基本通達 

「所令」・・・・・・・・・所得税法施行令  「地法」・・・・・・・・・地方税法 

「所基通」・・・・・・・所得税基本通達 

「法法」・・・・・・・・・法人税法  

「法令」・・・・・・・・・法人税法施行令 

「法規」・・・・・・・・・法人税法施行規則 

「地令」・・・・・・・・・地方税法施行令 

「地法附則」・・・・・地方税法附則 

「地令附則」・・・・・地方税法施行令附則 

「措法」・・・・・・・・・租税特別措置法 

「法基通」・・・・・・・法人税基本通達 「措令」・・・・・・・・・租税特別措置法施行令 

「相法」・・・・・・・・・相続税法 「耐令」・・・・・・・・・減価償却資産の耐用年数等に関する省令 

「相基通」・・・・・・・相続税法基本通達  

「財基通」・・・・・・・財産評価基本通達  
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Ⅰ．基本的な考え方について 

  税理士法第４９条の１１(建議等)において「税理士会は、税務行政その他租税又は税理士に

関する制度について、権限のある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。」

と規定されている。この規定に基づき、関東信越税理士会（以下「本会」という）では、公平

かつ合理的な税制の確立と申告納税制度の維持・発展を目的として、税制改正及び税務行政に

関する建議書を作成し、所管の官公署に対して建議している。 

  なお、建議書は下記の観点に基づき作成している。 

  ① 公平な税負担 

  ② 必要最小限の事務負担 

  ③ 透明な税務行政 

  ④ 時代に適合する税制 

  ⑤ 理解と納得のできる税制 

 

Ⅱ．建議書の構成と概要 

「本会」の建議項目は、所属する会員から毎年９月末日をめどに意見収集し、提出された意

見を基にして本会調査研究部において取りまとめを行い、理事会における審議を経て公表して

いる。なお、「税制改正大綱」等に取り上げられた項目や詳細な検討の上で新たな意見形成が

必要な項目については、建議書への掲載を見合わせている。 

平成３０年度税制及び税務行政に関する要望として会員より１４６項目の意見が提出され、

そのうち５４項目を採用し、「税制に関する意見－４９項目」、「納税環境整備に関する意見

－５項目」に大別した上で税制に関しては各税目に分類している。 

  平成３０年度における５４項目の概要は以下のとおりである。 

 

Ⅲ．税制に関する意見－４９項目 

1 所得税法関係（１６項目） 

(1) 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除期間を延長すること 

   (2) 土地等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除を認めること 

(3) 青色申告の純損失の繰越控除期間を相当期間延長すること 

(4) 不動産所得に係る損益通算制度の特例を廃止すること 

(5) 準確定申告の申告期限を見直すこと 

(6) 事業承継者の青色申告承認申請の提出期限を見直すこと 

(7) 事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例を廃止すること 
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(8) 年末調整制度を廃止し、確定申告を原則にすること 

(9) 年少扶養親族に対する所得控除を復活させること 

(10) 所得控除における雑損控除の順序を見直すこと 

(11) 寡婦控除及び寡夫控除の適用範囲、適用要件を見直すこと 

(12) 復興特別所得税を見直すこと 

(13) 社会保険診療報酬の所得計算の特例を廃止すること 

(14) 配偶者（特別）控除を廃止すると同時に、基礎控除を引き上げること 

(15) 会社設立時における納付期限の特例の適用開始について（新規） 

(16) 財産債務調書の提出要件である所得金額を引き上げること（新規） 

 

2 相続税法関係（５項目） 

(1) 連帯納付義務の制度を廃止すること 

(2) 法定耐用年数を経過した家屋及び敷地（宅地）等の評価減を設けること 

(3) 取引相場のない株式等の評価の適正化を図ること 

(4) 財産評価基準に土砂災害防止法に基づく「土砂災害特別警戒区域」及び「土砂災害警 

戒区域」について土地の評価減の基準を明らかにすること 

   (5) 相続税の申告期限を延長すること（新規） 

 

3 法人税法関係（５項目） 

(1) 役員給与損金算入規定等について見直すこと 

(2) 退職給付引当金、賞与引当金の損金算入制度を創設すること 

(3) 特定同族会社の特別税率の規定を廃止すること 

(4) 公益法人の収益事業の範囲について見直すこと 

(5) 受取配当金等は全額益金不算入にすること 

 

4 所得税法・法人税法共通関係（３項目） 

(1) 少額減価償却資産の取得価額基準額を引き上げること 

(2) 電話加入権について減損又は減価償却による損金算入を認めること 

(3) 減価償却計算の方法を簡素化すること 

 

5 消費税法関係（８項目） 

(1) 納税義務の免除制度を廃止し、すべての事業者を課税事業者とすること 
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(2) 消費税届出書及び申請書の提出期限を見直すこと 

(3) 中間申告を年 3回又は年 11回の選択ができるようにすること 

(4) 消費税法に申告期限の延長の特例を設けること 

(5) 簡易課税制度のみなし仕入率を引き下げ、設備投資に対する別枠での控除を認め 

ること 

   (6) 特別農業所得者の消費税中間申告義務を、所得税の予定納税特例に合わせ 11月申

告にすること 

   (7) 複数（軽減）税率制度を見直すこと 

   (8) 帳簿方式を維持し、インボイス方式の導入を見直すこと（新規） 

     

6 その他の国税関係（１項目） 

   (1) 印紙税を廃止すること 

   

7 地方税法関係（１１項目） 

(1) 事業税の外形標準課税は中小企業には導入しないこと 

(2) 公的年金等について所得税と同様に住民税に申告不要制度を創設すること 

(3) 住民税における所得控除金額を所得税における控除額と同額にすること 

(4) 個人事業税の事業主控除額及び対象事業を見直すこと  

(5) 事業所税を廃止すること 

(6) ゴルフ場利用税を廃止すること 

(7) 土地家屋の評価証明書の取得を税理士の職権で請求できるようにすること 

(8) 少額減価償却資産の取得価額基準を引き上げること 

(9) 償却資産の課税標準額を見直すこと（新規） 

(10) 個人住民税に源泉徴収制度を導入し現年度課税制度へ移行すること（新規） 

  (11) 固定資産税を市民税と一括して申告する制度に見直すこと（新規） 

 

Ⅳ．納税環境整備に関する意見－５項目 

(1) 納税者憲章を早期に成立させること 

(2) 延滞税の課税について検討すること 

(3) 税務署に提出した書類の閲覧及び謄写に関する規定を整備すること 

(4) e-ＴaxとｅＬＴＡＸの電子申告・電子納税環境の一層の整備を図ること 

(5) 国税庁ＨＰにより国税の納付書等を印刷できるようにすること 
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Ⅲ．税制に関する建議内容 

 

1 所得税法関係 

 

(1) 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除期間を延長すること（措法３７の１２の２⑥） 

 （理由及び意見） 

その年の前年以前３年以内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額は、

その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から

控除される。上場株式等に係る譲渡損失は、上場株式等に係る配当所得とのみ損益通算が

可能と限定されている。そこで、譲渡損失はその年の前年以前３年以内を５年以内と期間

の延長を要望する。 

 

(2) 土地等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除を認めること（所法６９、措法３１、３２） 

（理由及び意見） 

   損益通算制度は、適正な担税力に応じて課税するという課税原則の基本理念を実現する

ための制度であるが、平成 16年度の改正により土地建物等の譲渡損益と他の所得との損

益通算及び譲渡損失の繰越控除制度が廃止され、担税力を失った部分にも課税されること

になった。さらに、この損益通算等の廃止によって、事業運営不振を補てんするため等の

遊休不動産の売却による流動化が阻害され、経済活性化への一層の足かせとなっている。

したがって、土地建物等の譲渡損益は、他の所得との損益通算を認めるべきである。 

 

(3) 青色申告の純損失の繰越控除期間を相当期間延長すること（所法７０） 

  （理由及び意見） 

    青色申告法人の欠損金の繰越期間が 10年、増額更正及び減額更正並びに更正の請求に係

る期間が、原則５年で統一されている。これらの期間と比較し、青色申告者の純損失の繰

越期間が３年であることは、均衡を失しており、少なくとも５年に延長すべきである。 

 

(4) 不動産所得に係る損益通算制度の特例を廃止すること（措法４１の４）  

  （理由及び意見） 

    この特例は平成４年より土地価格の高騰を抑えるために導入された制度で、土地下落が

著しい現在では、その制度の存在意義がなく即刻廃止すべきである。支払利子の負担によ

り所得が減少しているにも関わらず、損益通算を認めないのは、担税力からいっても問題
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である。平成 10年度の税制改正で、すでに法人税の新規取得土地等に係る負債利子の特

例は廃止されており、法人税との公平性からも廃止すべきである。 

 

(5) 準確定申告の申告期限を見直すこと（所法１２４、１２５） 

（理由及び意見） 

準確定申告の申告期限は､相続の開始があったことを知った日の翌日から４ヶ月以内で

あるが、相続人等が国外など遠隔地に居住することも珍しくなくなっている現状を考慮す

ると、申告期限までの期間が短すぎる。従って、準確定申告の期限を相続開始があったこ

とを知った日の翌日から８ヶ月以内とすべきである。 

 

(6) 事業承継者の青色申告承認申請の提出期限を見直すこと（所法１４４） 

  （理由及び意見） 

現在、相続による事業承継は、家長主義でもないために事業承継にあたって分割協議に

際して時間を要することが多くなっている。 

所得税の不動産所得や事業所得について青色申告者であった被相続人の事業承継者にお

いて帳簿等の要件が満たしている場合には、提出期限を延長すべきである。 

 

(7) 事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例を廃止すること（所法５６） 

（理由及び意見） 

所得税法は個人単位課税が原則であるが、同一生計親族が事業から対価の支払いを受け 

る場合には、例外として所得税法 56条が適用される。 

しかし、近年に女性の社会進出などにより社会の構造、就業形態、家族のあり方までも

が著しい変化を遂げている。従って家長たる事業経営者による支配関係がある個人事業と

いう捉え方が当てはまらない実情となっている。 

法人税との整合性の観点からも、所得税においても生計を一にする親族に対する支払に

ついて、必要経費の算入を認めるべきである。 

 

(8) 年末調整制度を廃止し、確定申告を原則にすること 

（所法１８３、１９０、１９４～１９８、１２０、１２１） 

（理由及び意見） 

給与所得者自らの責任において、税額を計算し納税する制度が民主主義的租税制度に適

するものである。「マイナンバー法」により確定申告に必要な情報の多くは名寄せが可能
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であり、確定申告の事務負担は格段に軽くすることが可能になる。よって、給与所得者で

も無理なく確定申告ができるように、併せて所得税法をより簡略な制度に改めることによ

り、確定申告を原則化する方向での検討を進めるべきである。これにより給与支払者に対

するプライバシー開示の弊害を回避できるとともに、国民の「納税者意識」を育むことが

できる。 

 

(9) 年少扶養親族に対する所得控除を復活させること 

（所法２条３４号の２、３、所法８４、平成２２年度所得税法等改正法附則５条） 

（理由及び意見） 

児童手当等の給付は社会保障制度のひとつとして子育て支援が目的である。一方、

所得(扶養)控除制度は、所得税法上の制度であり、社会保障制度が改正されたからと

いって廃止すべきものではない。従って、年少扶養親族に対する所得控除を復活すべ

きである。 

 

(10) 所得控除における雑損控除の順序を見直すこと（所法８７①） 

  （理由及び意見） 

扶養控除や社会保険料控除等、納税者が負うべき生活の基盤となる人的控除や社会共通

費用とも言うべき諸控除を無視し、雑損控除をまず控除すべきとする必然性は認められな

い。これら担税力の弱体化した今回の東日本大震災のような被災納税者の保護という観点

から、雑損控除の控除順序は最後とすべきであり、控除しきれない雑損控除額は次年度以

降控除額が終了するまでの期間にわたり繰り越しを認めるべきである。 

 

(11) 寡婦控除及び寡夫控除の適用範囲、適用要件を見直すこと 

（所法２①三十、三十一 所令１１、措法４１の１７、所基通２-４０） 

  （理由及び意見） 

現行の寡婦控除は、民法上の婚姻関係が前提となっているが、婚姻関係のない母子・父

子に対して寡婦控除の適用範囲を拡大すべきである。 

また、寡婦控除と寡夫控除の適用には、扶養親族の有無・所得制限等に男女差があり、

また男性には特別の寡夫という制度がなく、その範囲及び適用要件を統一すべきである。 
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(12) 復興特別所得税を見直すこと（復興財源確保法２８②） 

（理由及び意見） 

復興特別所得税は所得税率を見直すことにより財源を確保した上で、所得税に吸収し、

その一部を復興特別所得税とみなして復興の財源にすべきである。 

 

(13) 社会保険診療報酬の所得計算の特例を廃止すること（措法２６、６７） 

（理由及び意見） 

この制度は、租税特別措置により小規模及び開業早々の医業者の経営安定を図るための

暫時税負担を軽減させる目的で創設されたが、昨今の医療機関についてみればその目的は

達しており、その他の事業者や給与所得者との公平を維持することからも医業にのみ特例

を残す必然性はなく早期に廃止するべきである。 

 

(14) 配偶者（特別）控除を廃止すると同時に、基礎控除を引き上げること（所基通３６-３８の２）  

（理由及び意見） 

    女性の社会進出の阻害要因となっている配偶者（特別）控除を廃止し、基礎控除を引き

上げるべきである。これにより、所得税の「150万円の壁」や社会保険の「130万円の壁」

を排除できるものと考える。 

 

(15) 会社設立時における納付期限の特例の適用開始について（所法２１６、２１７）（新規） 

   （理由及び意見） 

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」は、設立した日の翌日に支払う給与等か 

ら適用されるが、設立の場合の司法書士等の報酬源泉の納付書については手配を急ぐ必要 

がある。ついては、会社設立時における納期の特例の適用開始時期について、二ヵ月以内の 

申請であれば、遡及して設立時からの適用開始とすべきである。 

 

(16) 財産債務調書の提出要件である所得金額を引き上げること  

（所法２３２国外送金等調書法５）（新規） 

   （理由及び意見） 

昭和 25年シャウプ勧告を受けて創設された「財産債務明細書」は昭和 47年に合計所得 

金額 2,000万円超まで引き上げられ、平成 27年税制改正で「財産債務調書」に改められた。 

合計所得金額 2,000万円超に加えて、３億円以上の財産等を有する者は財産債務調書を提 

出することとされている。合計所得金額については 40年前当時の金額に据え置かれている 
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ことから、給与水準等を鑑み、妥当な金額へと引き上げるべきである。 

 

 

2 相続税法関係 

(1) 連帯納付義務の制度を廃止すること（相法３４）  

   （理由及び意見） 

相続税法の改正により納税者の増加、納税額の増加が見込まれるなかで、自らの意思で

連帯保証の責めを負った訳でもないのに、この制度により連帯保証債務を背負う結果とな

ってしまうのは、到底納税者の理解を得られない。よってこの際、この制度は廃止すべき

である。 

 

(2) 法定耐用年数を経過した家屋及び敷地(宅地)等の評価減を設けること(財基通８９） 

（理由及び意見） 

現行の家屋の相続税評価額は、固定資産税評価額に 1.0倍をした金額となっている。固

定資産税評価額は法定耐用年数を経過したものであっても、「最終残価率」が再建築価格

の 20％と設定されているため、これを下回る評価額とはならない。 

固定資産税評価額に不服がある場合には審査の申出ができるが、固定資産税の課税のた

めの制度であり、相続という偶発的な場合にはなじまないものと考える。 

そこで、耐用年数を経過した家屋については、経過年数に応じた（５年単位など）減額

措置を設けるべきと考える。また、当該敷地も更地にするためには、家屋の取壊し等の利

用制限があるので減額措置を設けるべきである。 

 

(3) 取引相場のない株式等の評価の適正化を図ること 

（理由及び意見） 

取引相場のない株式の評価については、①相続開始前３年以内に取得した土地等と建物

等についても通常の評価とすること、②評価会社が退職給付債務を負っている場合は、一

定額を負債とすること、③土地保有特定会社等の特殊な評価方法を見直すことが必要であ

る。 

取引相場のない株式は、市場性や換価性が乏しいにも関わらず、上場株式と比べ割高な

評価額となっている。このような割高な評価は、同族会社の経営者にとっては深刻な問題

となっており、特に取引相場のない株式以外に相続財産がない場合は納税原資がなく、事

業承継自体が困難になる場合がある。最近の中小企業における経営の承継の円滑化のため
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の施策に合わせて、評価の適正化を図るべきである。 

 

(4) 財産評価基準に土砂災害防止法に基づく「土砂災害特別警戒区域」及び「土砂災害警戒区

域」について土地の評価減の基準を明らかにすること 

（理由及び意見） 

近年、豪雨、地震等により甚大な人的被害を伴う土砂災害が頻発し、同法に対する国民

の関心も高まっている。特に、土砂災害特別警戒区域においては、建築物の構造規制、特

定開発行為に関する許可制等の規制がかかり、建築物の移転等の勧告がされる場合もある

ため、土地価格に与える影響は大きく、事実上、売却困難になっている事例も見受けられ

る。しかし、現行の財産評価基準では、こうした実情に対応しうる評価減の基準が存在し

ないため、評価実務における混乱が予測される。よって、早急に新たな評価減の基準を明

示すべきである。 

 

(5) 相続税の申告期限を延長すること（相法２７）（新規） 

（理由及び意見） 

相続税申告の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から 10ヶ月以内であ 

る。しかし被相続人と相続人が非同居の場合など財産の把握に時間がかかることがある。そ 

して、その後の遺産分割協議が整うまで相当の期間を要する場合がある。また、民法は、遺 

留分の減殺請求の期間を１年以内と規定しており、現行のままでは、申告期限後に遺留分の 

減殺請求が行われることもある。よって、相続税の申告期限を相続の開始があったことを知 

った日の翌日から 12ヶ月以内とすべきである。 

 

 

3 法人税法関係 

(1) 役員給与損金算入規定等について見直すこと（法法３４） 

（理由及び意見） 

会社法制定により役員報酬の利益処分手続きが廃止され、会計基準の改正により役員賞

与が職務執行の対価と位置付けられるなど、抜本的に見直されたが、法人税法第 34条(役

員給与の損金算入)の規定は、損金の額に算入される役員給与を限定列挙するという形式

になっている。 

役員給与は職務執行の対価であるから、法人税法第22条により原則として損金の額に算

入され、恣意性のあるもの等の課税上弊害があるものについてのみ損金の額に算入しない
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のが本来の姿であると考えられる。 

したがって、損金不算入とする役員給与を明示した上で、役員報酬及び賞与について株

主総会等の決議によって事前に確定した金額の範囲までの部分については、経営者のモチ

ベーションを高めるためにも、不相当に高額なものを除き原則として損金の額に算入すべ

きである。 

 

(2) 退職給付引当金、賞与引当金の損金算入制度を創設すること（旧法法５４） 

（理由及び意見） 

    退職給付引当金、賞与引当金は、一般に公正妥当と認められる会計基準が支持し、中小

企業会計指針、中小会計要領においてもこれを推進する理念的に適切妥当であるとする根

拠を有するものである。退職給付引当金については、就業規則等に基づく労働法規上も制

約拘束される法的責務として認識するべきものである以上、これを否定することの妥当性

は見出しえず、賞与引当金についても、就業規則等により支給条件が規定されている条件

債務たるべきもの、事業年度末までに支給の明示がなされているものは債務の認識として

引当計上されることは当然であって、損金算入を認めるべきである。 

 

(3) 特定同族会社の特別税率の規定を廃止すること（法法６７） 

（理由及び意見） 

現在の内国法人にとって最も必要なことは内部留保を豊にして経営の安定化を図ること

は重要であり、企業のグローバル化に伴い競争相手が国内外に広まっており、生き残るた

めには内部留保は欠くことのできないものであり、この規定は廃止すべきである。 

 

(4) 公益法人の収益事業の範囲について見直すこと（法法２①十三、法令５①） 

（理由及び意見） 

普通法人やNPO法人が介護ｻｰﾋﾞｽ事業を行った場合には法人税が課税されるのであるから、

民業圧迫とならないよう、社会福祉法人が行う医療保険業（介護サービス）について従来

からの非課税扱いを改正し、収益事業課税を行うことにすべきである。また課税の公平の

見地から見直しをすべきである。 

 

(5) 受取配当金等は全額益金不算入にすること 

（理由及び意見） 

平成27年度税制改正で、法人税率引下げの財源確保のため、一定の持株比率の株式等に係
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る受取配当等の益金不算入割合が引き下げられたことが、株主としての地位に基づいて配分

される剰余金については、支払法人側で損金算入されない。これが受取法人側で課税されて

しまうと、同一の経済価値に対して二重に課税することになる。受取配当等の益金不算入制

度は、二重課税を排除する趣旨で設けられているものであることから、｢完全子法人株式等

及び関連法人株式等｣以外の株式等に係る受取配当等についても全額を益金不算入とすべき

である。 

 

 

3 所得税法・法人税法共通関係 

(1) 少額減価償却資産の取得価額基準額を引き上げること（法令１３３、所令１３８） 

（理由及び意見） 

少額減価償却資産の損金算入制度における取得価額基準は 10万円未満とされ、20万円未

満の減価償却資産については３年間にわたって損金算入を行う一括償却資産制度がある。

さらに、中小企業に対しては、平成 30年３月までの間、年間の損金算入金額の上限を 300

万円として取得価額30万円未満の減価償却資産につき取得時に全額損金算入することが認

められている。しかし、税制の簡素化の観点から、これらの制度を統合して少額減価償却

資産の取得価額基準を 30万円未満とすべきである。 

 

(2) 電話加入権について減損又は減価償却による損金算入を認めること（所令６、法令１２）                                     

  （理由及び意見） 

    電話加入権は、無形固定資産として取得価額で計上されており、損金算入は認められて

いない。また、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準では、電話加入権は減損会計

の適用対象とされている。よって、電話加入権について減損による損金算入を認めるべき

である。なお、減損処理は、一時に多額の損金算入を認めることとなるため、税収確保の

観点から減損処理又は減価償却制度を適用し、費用配分の方法により損金算入を認めるべ

きである。 

 

(3) 減価償却計算の方法を簡素化すること（所１２０、法４８）                           

  （理由及び意見） 

    平成 19年度の改正により、減価償却制度の見直しが行われ、残存価額と減価償却限度

額が廃止されたことは有意義であるが、あまりに計算が複雑である。中でも、定率法の計

算においては耐用年数経過後の簿価を１円にするために計算が極めて複雑である。償却の
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途中で定額償却に切り替えることなく、そのまま期首簿価に定率を乗じていく方法などの

計算の簡素化が望まれる。新しい定率法の計算は実務を無視したもので有り、早急に見直

しをすべきである。 

 

 

5 消費税法関係 

(1) 納税義務の免除制度を廃止し、すべての事業者を課税事業者とすること 

（消法２①十四、９） 

 （理由及び意見） 

    消費税率は、平成 31年 10月から 10パーセントに引き上げられるが、「新聞」や「外

食を除く食料品」は８％に据え置かれることになる。社会保障財源としてさらなる税率

の引き上げが必須になるであろうが、基準期間の課税売上高 1,000万円以下の事業者は、

その課税期間における課税売上高が数億円でも消費税の納税義務が生じないことは不

合理である。 

 また、平成 35年からの適格請求書（正式インボイス）は「新聞」や「外食を除く食料

品」の８％に据え置かれた事業にかかわる者しか関係がないにもかかわらず、500万件

相当の現行の免税事業者が取引から排除されてしまう可能性を持っている。 

    税率の引き上げの際に、30年近く経過した消費税制度を抜本的に見直し、特に基準間

制度など廃止して事業者は課税事業者であることを前提とし、零細の個人事業者の課税

事務手続きなどを考慮したうえで、限界税額控除制度や一定額の基礎控除（例：年消費

税 38万円）以下の場合には申告不要とする制度にすべきである。 

 

(2) 消費税届出書及び申請書の提出期限を見直すこと（消法９④、１９②、３７） 

  （理由及び意見） 

経済環境が短期間に大きく変化する中で、その課税期間の開始前日までに消費税に

関する適切な判断をすることは非常に困難であり、納税額に大きな差異が生じるなど、

事業者に大きな負担を強いている。従って、各種届出書及び承認申請書の提出期限は、

その適用を受けようとする課税期間に係る確定申告書の提出期限までとすべきであ

る。 

 

(3) 中間申告を年３回又は年１１回の選択ができるようにすること（消法４２） 

（理由及び意見） 
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    滞納防止、税収確保の観点からも、任意の中間申告制度を年１回のみではなく、四半期

又は毎月納付ができる制度にし、事業者の納税機会を増やすべきである。 

 

(4) 消費税法に申告期限の延長の特例を設けること（消法４５） 

（理由及び意見） 

    消費税も法人税と同様に株主総会で確定した決算により消費税の申告書を作成し提出す

べきものである。法人税について、法人税法第 75条の２により確定申告期限の１月間延

長を受けている法人の消費税の確定申告書の提出期限は法人税の申告期限に合わせるべき

である。 

 

(5) 簡易課税制度のみなし仕入率を引き下げ、設備投資に対する別枠での控除を認めること 

（消法３７） 

（理由及び意見） 

簡易課税制度は、消費税の創設時に中小事業者の納税事務の負担を軽減する措置として

設けられた制度であるが、みなし仕入率が実際の課税仕入率を上回っていることにより、

いわゆる益税が発生するという問題が指摘されている。しかし、中小個人事業者について

は本則課税制度による仕入税額控除の要件を満たせない場合が現実にあるため、簡易課税

制度は制度として存続させる必要がある。 

したがって、簡易課税制度のみなし仕入率について、設備投資を考慮しない低いみなし

仕入率とすることにより、簡易課税制度が納付税額の軽減措置ではなく、納税事務負担の

軽減措置であることを明確にすべきである。ただし、一定額以上の設備投資についてはみ

なし仕入率とは別枠での控除を認めることが適当である。 

 

(6) 特別農業所得者の消費税中間申告義務を、所得税の予定納税特例に合わせ１１月申告に 

すること                     （消法４２条６項、所得税法１０７条、１１１条２項３７） 

（理由及び意見） 

消費税法における６月中間申告対象者（個人）は、8月末までに、1月～6月までの 6月

中間申告対象期間として、前年実績の 2分の 1を納付するか、仮決算による申告をしなけ

ればならない。特別農業所得者にあっては、この中間申告対象期間における課税資産の譲

渡等は殆どないにもかかわらず、消費税を納付することとなる。したがって、特別農業所

得者に対する消費税の中間申告については、所得税法との整合性を持たせ、11月申告によ

り、10月末までに確定しているところの 2分の 1、又は、前年実績の 2分の 1を申告する
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よう改めるべきである。 

 

(7) 複数（軽減）税率制度を見直すこと （消法２９） 

（理由及び意見） 

軽減税率適用対象と標準税率適用対象の取引が混在し、事業者はもちろん消費者も混乱し、

売買の中で税率適用に関し争いが生ずることもあり得る。また、税務調査で軽減税率とした

売上を標準税率とされた場合に追徴課税されたときに消費者を探して不足の税額を請求でき

るのかということも含め数多くの問題がある。また、「新聞」「食料品」に限定して軽減税

率を導入したとしても逆進性対策としては不十分であり、軽減税率制度そのものを早急に廃

止しして、社会保障を優先して給付付税額控除制度などを検討するべきである。 

 

(8) 帳簿方式を維持し、インボイス制度の導入を見直すこと（消法２①十四、９㉙-５７②） 

（新規） 

  （理由及び意見） 

   適格請求書等保存方式（インボイス方式）は「適格請求書」の保存を仕入税額控除の要件 

としているが、適格請求書発行事業者登録手続きが適正に行われるか不明なうえ、事業者に 

多大な事務負担をかけることから、単一税率であれば、現行の「帳簿方式（請求書等保存方 

式）」で十分対応可能であり、導入の必要はない。また、免税事業者を市場から排除するこ 

とになるので、インボイス方式は導入すべきではない。 

 

 

6 その他の国税関係  

(1) 印紙税を廃止すること（印紙税法全文） 

（理由及び意見） 

特定文書の作成行為に対して課税されるものであるが、電子商取引が普及し電子決

済が進んでいる今日において、紙の文書には課税し電子文書には課税しないのは不公

平であるので廃止すべきである。 

 

 

7 地方税法関係 

(1) 事業税の外形標準課税は中小企業には導入しないこと（地法７２の２） 

（理由及び意見） 
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中小企業は大企業と比較すると財務基盤も弱く欠損法人割合も高い。外形標準課税を

中小企業に導入することは、担税力のない欠損法人の経営を圧迫し、さらには中小企業

の雇用確保の問題にも影響を及ぼすことになるため、中小企業に対しては外形標準課税

を導入すべきではない。 

    なお、形式的な減資により外形標準課税を回避している法人に対しては、資本金等の

額を判定基準とすべきである。 

 

(2) 公的年金等について所得税と同様に住民税に申告不要制度を創設すること（地法） 

 （理由及び意見） 

    所得税法では、公的年金等の収入金額が 400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外

の所得が 20万円以下であるときは確定申告が不要になっている。しかし、個人住民税に

は同様の規定は措置されていない。また、所得税においては、給与所得以外の所得が 20

万円以下の少額所得についても確定申告が不要となっている。納税者の便宜、公平性の確

保、徴税コスト削減などの観点から個人住民税においても所得税と同様に申告不要制度を

創設すべきである。 

 

(3) 住民税における所得控除金額を所得税における控除額と同額にすること 

（地法３１４の２①５、②他、地法３４） 

  （理由及び意見） 

    住民税における所得控除を所得税と同一にする。人的控除や社会保険料控除が異なる理

由はなく、納税者が理解しやすい制度にすべきである。 

 

(4) 個人事業税の事業主控除額及び対象事業を見直すこと（地法７２の４９の１０） 

（理由及び意見） 

個人事業税における事業主控除の制度は、法人事業税とのバランスを考慮して事業 

主の給与相当分には事業税を課するべきでないという趣旨で設けられたものである。し

かし、個人事業税の事業主控除は、平成 11年度の税制改正で 290万円に引き上げられた

が、その後は据え置かれている。国税庁の「民間給与の実態調査」によると、平成 26年

分の民間給与平均額は 415万円、法人役員の平均給与額は 529万円となっており、現行

の事業主控除額 290万円と比較して大きな開差が生じている。したがって、事業主控除

の趣旨を踏まえ、中小法人の役員給与の水準程度まで引き上げるべきである。また、個

人事業税の課税客体は、物品販売業など 37 業種を第一種事業(税率 5％)、畜産業など
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３業種を第二種事業(税率 4％)、医業など 30業種を第三種事業(税率 5％又は 3％)とし

て課税され、農業、林業及び鉱物の掘採事業には課税されていない。法人事業との課税

のバランスを図る必要があり、また、個人事業者にも広く一定の負担を求めることが適

当であることから、課税対象事業を見直すべきである。 

 

(5) 事業所税を廃止すること（地法７０１の３０～４５） 

（理由及び意見） 

事業所税は、企業が大都市に集中することにより、インフラ整備等の財政支出を伴うこ

とから創設された。現在、大都市には都市機能が整備され、たとえ多くの事業所が集中し

ても円滑に企業活動ができるようになってきており、また、企業の地方への分散が進み、

事業所税の創設目的はおおむね達成されたといえる。事業所税の課税標準は、床面積(資産

割)と給与総額(従業者割)であるが、資産割は固定資産税及び都市計画税との、従業者割は

法人事業税の外形標準課税との二重課税となっており、課税の合理性を欠くものである。

また、雇用創出や産業育成に貢献する企業誘致等の産業政策上の阻害要因となっていると

の指摘もある。さらに、多くの市町村合併の結果、中小企業等に予定外の税負担を課すこ

ととなった事例も多い。したがって、事業所税は廃止すべきである 

 

(6) ゴルフ場利用税を廃止すること。（地法７５） 

  （理由及び意見） 

    現在のゴルフ場の利用料金は高額でなく、この制度ができた当時の状況とは大きくかけ

離れている。消費税増税の時期であり、二重課税の感も高いのでこの際廃止すべきであ

る。 

 

(7) 土地家屋の評価証明書の取得を税理士の職権で請求できるようにすること（地法３８２③）  

（理由及び意見） 

相続税等の申告において、戸籍等の請求ができるにもかかわらず土地家屋の評価証明書

が取得できないため、土地家屋の評価に時間がかかる原因になっている。 

 

(8) 少額減価償却資産の取得価額基準を引き上げること（地法３４１） 

 （理由及び意見） 

    国税では少額減価償却資産として中小企業者の特例含め、30万円未満の減価償却資産に

つき取得時に全額損金算入することが認められている。償却資産税についても国税に合わ
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せ即時損金算入資産を課税資産から除外すべきである。 

 

(9) 償却資産の課税標準額を見直すこと（固定資産評価基準）（新規） 

 （理由及び意見） 

    償却資産の課税標準額の最低額は、取得価額の 5％相当額である。一方所得税及び法人 

税においては、帳簿価額は 1円まで減価償却が可能である。耐用年数を経過した資産は残 

存価値が概ね無くなっているので、償却資産の課税標準額の最低額は所得税及び法人税の 

残存簿価と同様に 1円とすべきである。 

   

(10) 個人住民税に源泉徴収制度を導入し現年度課税制度へ移行すること（地法３２、３１３） 

（新規） 

（理由及び意見） 

   ① 死後の時期（１２月３１日か１月１日以降かにより）により住民税の差異がでるこ 

とになり租税の公平を欠く。② 海外に転勤の場合に１年分の課税がなされないことにな 

り租税の公平を欠く（入社１年目は住民税課税されておらず１年分の住民税課税漏れとな 

る）。③ 現年課税とした場合、２年間まとめて納税義務が生じる期間が生じることから、 

経過措置などが必要となる。 

 

(11) 固定資産税を市民税と一括して申告する制度に見直すこと（新規） 

（理由及び意見） 

現在、固定資産税の賦課期日は 1月 1日となっているが、法人市民税の申告とともに一 

括して償却資産の申告を行うことにより申告事務の効率化につながると考える。 
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Ⅳ．納税環境整備に関する建議内容 

 

(1) 納税者憲章を早期に成立させること 

（理由及び意見） 

    納税者の権利及び義務を明確化するため、早期成立を要望する。 

憲法第３０条に「納税の義務」が規定されている。また、憲法前文には「国民主権」

が謳われている。納税者である国民には義務もあれば当然に権利がある。 

納税手続きについても然り、納税者憲章とは権利だけではなく義務も規定するもの

である。わが国の税制は行政側の視点に立った規定しかなく国民である納税者の視点

に立っていない。 

欧米諸国や韓国などにも納税者の権利義務を規定した制度があるにもかかわらず、

先進国である日本にいまだ制定されていないことは税務行政上大きな問題であり、社

会保障と税の共通番号などの論議とは関係なく早期に成立させるべきである。 

 

(2) 延滞税の課税について検討すること（国税通則法 ５５①三、３４の２②） 

（理由及び意見） 

延滞税の割合は抜本的に見直された。しかし、納税者が小切手等を提供することにより

納付委託が行われた場合や、振替納税を選択していた納税者が納期限から振替納税される

までの間に死亡したことに伴い振替納税ができなくなった場合などについては、通常の場

合の延滞税の割合と同じ割合が適用されることとなる。これらの場合の延滞税のあり方に

ついて検討すべきである。 

なお、高齢化社会を支える成年後見制度等の広範な活用が予測されることから、関連す

る税制及び税務上の取扱い等について、継続して見直すことが必要である。 

 

(3) 税務署に提出した書類の閲覧及び謄写に関する規定を整備すること 

  （理由及び意見） 

    納税者が提出した書類の閲覧及び謄写に関する規定を法定化するとともに、その手

続きを簡素化すべきである。納税者の利便性向上と適正申告のため。 

 

(4) e-ＴaxとｅＬＴＡＸの電子申告・電子納税環境の一層の整備を図ること 

 （理由及び意見） 

両システムの運用時間、メッセージボックス様式、プレ申告データに関するお知らせ
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等の様式統一化、24時間運用化の実現を要望する。ｅＬＴＡＸについては、提出書類や

電子納税の可否ついて、地域差があるため、統一されるように整備されたい。 

 

(5) 国税庁ＨＰにより国税の納付書等を印刷できるようにすること 

  （理由及び意見） 

地方税等は、パソコンから納付書を印刷して納税用に使用できる用紙の出力ができる

が、国税については、パソコンからのプリントでは納税ができないため、国税庁のＨＰ

を通じて納付書が印刷できるようにすること。 


